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近
衛
家
領
山
城
冒
富
家
取
に
つ
い
て

藤

本

孝

京
都
府
宇
治
市
で
は
、
現
在
、
市
史
編
纂
が
行
な
わ
れ
て
い
て
、
こ
れ
ま
で

通
史
編
が
二
冊
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
巻
一
「
古
代
の
歴
史
と
景
観
」
工
・
巻
二

「
中
世
の
歴
史
と
景
観
」
互
と
題
さ
れ
て
い
る
乙
と
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
歴
史

学
と
地
理
学
と
を
融
合
さ
せ
た
大
変
す
ぐ
れ
た
市
史
(
以
下

字
治
市
史
を
単

に
市
史
と
い
う
)
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
平
安
末
期
の
関
白
藤
原
忠
実
の
別
称

で
も
あ
り
、
ま
た
邸
宅
の
名
で
も
あ
っ
た
富
家
殿
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
論
述

さ
れ
て
い
る
。
私
も
か
つ
て
富
家
殿
に
つ
い
て
発
表
草
し
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か

し
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

必
ず
し
も
市
史
の
論
述
と
同
じ
で
は
な
い
。

こ
で
市
史
に
お
け
る
富
家
殿
の
論
述
と
の
関
連
に
お
い
て
、
特
に
伝
領
お
よ
び

位
置
の
指
定
を
中
心
に
論
じ
た
い
と
思
う
。

富
家
殿
の
伝
領
に
つ
い
て
、
市
史
の
巻
一
と
巻
二
と
で
は
、

そ
の
記
述
が
食

い
違
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
相
違
点
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

伝
領
の
経

過
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

市
史
の
第
一
巻
で
は
、
富
家
殿
に
つ
い
て
「
こ
の
邸
宅
は
宇
治
良
部
卿
藤
原

忠
文
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
将
円
・
純
友
の
乱
に
お
い
て
忠
文
に
好
意
を
示
し

て
く
れ
た
師
輔
に
伝
領
さ
れ
、
そ
れ
が
忠
実
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い

わ
れ
る
」
互
と
述
べ
て
い
る
が
、
巻
二
で
は
「
も
う
一
人
の
富
家
殿
つ
ま
り
悪

霊
民
部
卿
乙
と
藤
原
忠
文
の
別
業
が
字
治
川
の
西
岸
に
あ
っ
た
と
い
う
『
本
朝

麗
藻
』
の
記
載
と
矛
盾
す
る
か
に
患
え
る
o

寛
弘
七
年

(一

O
一
O
)
乙
ろ
に
成
立
し
た
が
、
忠
文
(
天
慶
征
東
使
将
軍
)
の
宅
は
、

こ
の
記
録
は
、

当
時
に
お
い
て
す
で
に
旧
居
と
化
し
て
い
た
と
伝
え
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、

乙
の
忠
文
の
別
業
が
た
と
え
富
家
と
称
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
忠
実
の
別
業

冨
家
と
は
、
直
接
に
は
結
び
つ
か
ず
、
ま
し
て
同
一
の
場
所
で
あ
る
と
い
う
確

証
は
全
く
存
在
し
な
い
」
互
と
し
て
、
忠
文
の
別
業
が
忠
実
の
別
業
と
同
じ
と

す
る
巻
一
と
明
ら
か
に
違
っ
て
い
る
。
巻
こ
で
は
、
巻
一
が
記
述
に
用
い
た
鎌

倉
期
に
成
立
し
た
『
十
訓
抄
』
の
物
語
に
対
し
て
『
本
朝
麗
藻
』
の
確
実
な
年

疑
問
を
投
げ
掛
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
果
し
て
、
忠
文
か

代
と
を
思
い
合
せ
て
、

ら
忠
実
へ
と
伝
領
し
た
確
証
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
巻
一
で
用
い

た
『
十
訓
抄
』
(6)
に
伝
え
る
物
語
が
、
初
期
の
冨
家
の
様
子
を
伝
え
て
い
る
の

で
、
全
文
を
次
に
の
せ
て
検
討
を
く
わ
え
た
い
と
思
う
。

そ

承
平
の
比
。
平
将
門
東
国
に
て
謀
反
お
こ
し
た
り
け
る
に
。
常
陸
操
平
貞
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盛
。
下
野
押
領
使
藤
原
郷
等
を
つ
か
は
し
て
め
さ
れ
け
れ
ど
も
。
か
な
は
ざ

り
け
れ
ば
。
参
議
良
部
郷
忠
文
を
大
将
軍
と
し
て
。
舎
弟
刑
部
少
輔
仲
箭
を

い
ま
だ
く
だ
り
つ
か
ぬ
さ
き
に
。
将
円

副
将
軍
と
し
て
く
だ
さ
れ
げ
る
に
。

う
た
れ
に
け
れ
ば
。
道
よ
り
帰
参
に
け
り
。

さ
て
貞
盛
秀
郷
等
に
勧
賞
を
行

は
れ
し
時
。
忠
文
も
同
じ
く
蒙
る
べ
き
よ
し
申
さ
れ
け
れ
ば
。
障
の
定
有
け

り
。
そ
の
と
き
小
野
宮
殿
は
一
の
座
に
て
。
う
た
が
は
し
き
事
を
ぱ
お
こ
な

は
ざ
れ
と
い
ふ
文
有
と
て
。
無
沙
汰
し
て
有
な
ん
と
申
さ
れ
け
る
に
九
条
殿

は
次
の
座
に
て
。
下
着
以
前
に
逆
徒
の
亡
る
は
さ
る
事
な
れ
ど
も
。
勅
定
に

し
た
が
ふ
忠
文
い
か
で
か
捨
ら
れ
ん
。
刑
の
う
た
が
は
し
き
は
行
は
ざ
れ
。

賞
の
う
た
が
ほ
し
き
は
ゆ
る
せ
と
こ
そ
候
へ
と
。
曲
礼
の
文
を
引
て
申
さ
れ

け
れ
ど
も
。
さ
き
の
議
に
付
て
さ
て
や
み
に
け
り
。
し
か
れ
ど
も
忠
文
そ
の



御
詞
畏
申
て
。
富
家
の
領
を
ば
券
契
を
か
き
て
。
九
条
殿
に
奉
り
に
け
り
。

れ
よ
り
代
身
代
え
て
。

一
の
人
の
御
領
な
り
。
小
野
宮
殿
を
ぱ
恨
奉
り
て
。

子
孫
を
失
は
ん
と
誓
て
失
ら
れ
に
け
り
。

こ
の
話
は
『
士
口
一
事
談
三
i
)
E

『
吾
妻
鏡
」
す
)

記
載
さ
れ
、
摂
関
家
が
兄
の
小
野
宮
藤
原
実
額
で
は
な
く
、

-
『
源
平
盛
衰
記
』
す
)
等
に
も

弟
の
九
条
殿
で
あ

る
藤
原
師
輔
の
流
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
、

こ
の
と
き
実
頼
の
裁
下
に
よ
る
忠
文

の
怨
霊
の
た
め
で
あ
っ
た
と
す
る
解
釈
が
鎌
倉
時
代
に
流
布
し
て
い
た
。
そ
こ

で
、
こ
の
物
語
は
、
当
時
の
事
実
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
0

『
将
門
記
』

車
。
『
貞
信
公
記
』
立
に
よ
っ
て
、
忠
文
が
討
伐
に
向
う
途
中
、
将
門
が
訣

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
貞
盛
秀
郷
が
天
慶
三
年
(
九
四

O
)

一
月
九
日
に
勲
巧

の
賞
と
し
て
叙
位
が
行
な
わ
れ
た
乙
と
、
更
に
忠
文
は
叙
位
も
な
く
、
卒
去
す

る
ま
で
位
が
将
門
の
乱
の
と
き
の
ま
ま
宰
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
考
え
合
せ
て
み

る
と
、
忠
文
怨
霊
説
に
つ
い
て
は
、
後
の
付
加
喜
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

、i
h

、

ナ
，
一
ノ
、

『
十
訓
抄
』
に
伝
え
る
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
更
に
『
故
実
叢
書
』

所
収
の
『
拾
芥
抄
』
は
、
永
仁
二
年
(
一
二
九
四
)
以
前
に
成
立
し
て
い
た
原

本
(
引
用
史
料
は
平
安
時
代
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
)
を
洞
院
公
賢
が
抄

録
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
『
拾
芥
抄
』
「
諸
名
所
部
」
(
日

の
項
に
、

民
部
卿
忠
文
家
也
・
小
野
宮
有
故
不
参
云
母
、

富
家
殿

天
台
長
豪
(
異
本
、
宴
)
僧
都
修
安
鎮
法
、

と
あ
る
。
富
家
殿
は
忠
文
の
家
で
あ
っ
て
、
小
野
宮
家
に
は
故
有
て
伝
え
ら
れ

な
い
と
す
る
に
は
『
十
訓
抄
』
等
の
説
の
原
形
を
靖
に
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
そ
れ
は
『
十
訓
抄
』
の
忠
文
の
富
家
を
、
後
の
忠
実
の
官
曲
家
殿
と
同
一
で

あ
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
富
家
殿
は
忠
文
の
家
と
あ
る
が
、
果
し
て
忠
文
に
は
、 そ

そ
の
家
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
忠
文
ば
『
江
談
抄
』
冨
に
収
め
ら
れ
た
語

に
よ
る
と

忠
文
炎
暑
之
時
不
出
仕
事

又
云
、
忠
文
秋
冬
者
勤
陣
直
、

夙
夜
霊
園
用
、

炎
暑
之
持
、
請
暇
向
宇
治
別
業
、

以
避
暑
為
事
、
或
時
被
髪
洗

宇
治
川
云
な

と
あ
り
、
忠
文
の
別
業
が
字
治
川
の
辺
に
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。
こ
の
別
業
を

『
江
談
抄
』
立
の
別
な
処
で
字
治
宅
と
呼
ば
れ
、
そ
こ
か
ら
『
今
昔
物
語
』
車

に
「
ム
寸
北
目
、

民
部
卿
藤
原
ノ
忠
文
ト
云
フ
人
有
ケ
リ
、

比
ノ
人
字
治
に
住
ケ
レ

バ
、
字
治
ノ
民
部
卿
ト
ナ
ム
世
ノ
人
云
ケ
ル
」
と
呼
ば
れ
た
こ
と
が
み
え
て
い

る
。
こ
の
字
治
の
別
業
を
『
本
朝
麗
藻
』
謹
な
ど
か
ら
富
家
殿
と
考
え
て
よ
い

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
更
に
、
姉
輔
に
奉
つ
て
の
ち
一
の
人
の
御
領
、

即
ち
摂
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関
家
領
の
一
部
と
な
っ
た
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
建
久
五
年
(
一
二
五
三
)
の

『
近
衛
家
所
領
目
録
』
璽
に
「
山
城
国
富
家
殿
」
と
一
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

も
判
る
。

乙
こ
で
富
家
殿
の
名
称
の
お
こ
り
を
、

忠
文
と
の
閣
速
に
お
い
て
述
べ
て
お

き
た
い
。

市
史
で
は
、
巻
一
・
二
と
も
「
宮
家
殿
は
『
フ
ケ
ド
ノ
』
と
読
み
、
「
フ
ケ
』

ば
湿
地
と
い
う
意
味
を
も
つ
こ
と
が
あ
る
。
字
治
川
の
河
畔
に
造
ら
れ
た
邸
宅

で
あ
る
か
ら
『
フ
ケ
殿
』
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
富
家
殺
と
い
う
佳
字
を
あ
て

た
も
の
で
あ
る
」
事
と
さ
れ
、
湿
地
の
意
味
の
深
田
か
ら
の
転
読
亙
し
た
も
の

と
し
て
「
フ
ケ
し
を
考
え
て
お
ら
れ
る
。

邸
宅
は
湿
地
を
避
け
て
微
高
地
に
建
て
ら
れ
る
と
思
う
が
、
湿
地
帯
の
中
に

あ
る
別
業
と
し
て
の
富
家
殿
に
は
納
得
し
か
ね
る
の
で
あ
る
。
や
は
り
忠
文
の

時
代
の
「
富
家
」
の
語
震
か
ら
推
し
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
忠
文
の
時
代
、



す
な
わ
ち
、

一
O
世
紀
段
階
に
お
け
る
「
富
家
」
と
は
、
戸
田
芳
実
氏
塞
が
こ

の
時
代
の
一
側
面
と
し
て
富
豪
層
を
取
り
上
げ
た
よ
う
に
、

「
富
鏡
之
輩
」
、

「
富
豪
の
家
」
、

「
富
人
」
な
ど
の
例
か
ら
「
富
ん
だ
家
」
の
意
味
と
考
え
た

方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
忠
文
は
藤
原
四
家
の
内
の
南
家
の
嫡
流
で
あ
り
、

各
国
の
圏
司
を
歴
任
し
て
い
る
。
こ
の
時
代
は
農
民
の
病
弊
と
国
司
に
よ
る
収

琴
、
そ
れ
に
対
す
る
反
乱
と
い
う
世
上
に
お
い
て
、
忠
文
の
国
苛
任
中
に
お
け

る
富
の
蓄
積
か
ら
富
家
と
呼
ば
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
市
史
の
巻
二
で
『
本
朝
麗
藻
』
に
詠
わ
れ
た
忠
文
の
富
家
殺
の
廃
竣

の
跡
と
、
忠
実
の
壮
麗
な
富
家
殿
と
が
結
び
つ
く
や
い
な
や
の
疑
問
で
あ
る
。

そ
れ
に
関
し
て
、
先
の
『
故
実
叢
書
』
本
の
『
拾
芥
抄
』
に
載
せ
る
「
富
家
殿
L

「
天
合
長
豪
(
異
本
・
宴
)
僧
都
修
安
鎮
法
L

と
記
さ
れ
た
割
注
竃

の
中
で
、

が
注
目
さ
れ
る
。
天
台
長
豪
僧
都
と
あ
る
が
、
長
豪
に
関
す
る
こ
と
を
富
家
殿

と
結
び
つ
け
る
史
料
は
見
出
せ
な
い
。
し
か
し
、
異
本
に
い
う
長
宴
の
方
ば
史

料
に
見
出
せ
る
。
乙
れ
は
『
故
実
叢
書
』
本
が
慶
長
古
活
字
本
を
底
本
と
し
た

た
め
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

長
宴
は
伊
賀
守
小
野
守
経
の
男
で
、
永
保
一
冗
年
(
一

O
八
一
)
に
六
六
才
で

大
原
僧
都
事

な
く
な
っ
た
。
長
宴
は
天
台
宗
で
学
問
僧
と
し
て
有
名
で
あ
り
、

と
呼
ば
れ
て
い
た
。
長
宴
と
富
家
殿
と
の
関
係
に
つ
い
て
『
六
字
河
臨
法
記
』

{おこ、然
而
於
公
家
大
臣
被
修
事
、

寮
平
七
年
(
一

O
六
四
)
三
月
六
日
於
富
家
殿

勝
林
上
綱
被
修
之
、

日
定
此
法
猿

こ
の
史
料
は
速
水
倍
氏
事
に
よ
る
と
、
長
宴
に
よ
っ
て
『
六
字
河
臨
法
」

が
実
際
に
貴
族
社
会
に
広
が
っ
た
こ
と
の
証
左
と
し
て
い
る
。
長
宴
が
宮
国
家
殿

で
始
め
て
主
ハ
字
河
臨
法
』
を
行
な
い
え
た
の
も
、
と
き
の
関
白
太
政
大
臣
藤
原
頼

ル
工
め
フ
匂
。

通
が
字
治
の
別
業
に
選
れ
た
の
ち
出
家
芝
に
際
し
、
戒
師
が
長
宴
で
あ
っ
た
こ

と
で
も
判
る
よ
う
に
、
彼
の
外
護
者
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

頼
還
が
永
求
七

年
(
一

O
五
二
)
の
末
法
に
入
る
年
に
字
治
の
別
業
を
捨
て
平
等
院
と
し
た
よ

蜘つに、

乙
の
宇
治
に
種
々
の
建
物
を
造
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、

し、

ま
ま
で
富
家
殿
が
朽
ち
果
て
て
い
た
の
を
再
建
し
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と

は
『
拾
芥
抄
』
に
家
を
建
て
た
と
き
、
邸
宅
の
平
安
を
祈
る
修
法
で
あ
る
安
鎮

法
を
、

い
つ
再
建
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
大
治
四
年
(
一
二
一
九
)
に
富
家
殿
が
放
火
窓
に
よ
っ
て
全
焼

し
た
と
き
の
由
来
が
『
平
知
信
記
』
宰
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

長
宴
が
修
し
た
こ
と
よ
り
推
量
さ
れ
る
。
さ
て
、

火
出
自
北
対
女
房
局
、

比
殿
宇
治
殻
毎
時
、
兼
一
房
一
朝
臣
為
援
磨
守
作
之
、

経

百
余
年
、
今
日
遂
焼
亡
了

と
あ
る
。
藤
原
兼
一
房
が
播
磨
守
に
な
る
た
め
の
成
功
と
し
て
、
富
家
殿
を
作
つ

た
と
し
て
い
る
。
兼
一
房
は
字
治
殿
額
通
の
時
代
に
歌
人
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り

播
磨
守
兼
一
房
歌
合
』
茜
と
題
す
る
歌
合
が
残

4 

『
天
喜
二
年
(
一

O
五
四
)
秋

さ
れ
て
い
る
。
萩
谷
朴
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
兼
一
男
は
天
喜
二
年
二
月

1
同
五

年
二
且
の
期
間
に
播
磨
守
に
任
じ
て
い
た
と
さ
れ
る
。

そ
う
す
る
と
、
兼
一
房
が

宮
田
家
殿
を
作
っ
た
の
は
天
喜
二
年
一
月
以
前
と
な
る
。
除
目
を
考
え
れ
ば
天
宣
口

元
年
と
考
え
た
い
。

ζ

の
年
は
平
等
間
関
阿
弥
尼
堂
が
完
成
し
た
年
で
も
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
忠
文
が
奉
っ
た
富
家
殿
は
、

摂
関
家
領
の
一
つ
と
し
て

伝
わ
り
、
積
通
の
と
き
再
建
さ
れ
、

更
に
忠
実
が
大
改
築
を
行
な
っ
た
。

そ
し

て
忠
実
が
白
河
院
と
対
立
し
て
富
家
般
に
穏
棲
し
た
と
こ
ろ
よ
り
、
官
国
家
殿
と

一
方
で
ぱ
、
忠
実
が
藤
原
氏
の
氏
自
民
家
と
し
て
の
財
力

か
ら
、
宮
田
家
殿
と
称
さ
れ
た
と
も
い
わ
れ
る
が
、
保
元
の
乱
で
破
れ
た
忠
実

が
知
足
院
に
移
さ
れ
た
以
降
、
知
足
院
殻

S
と
呼
ば
れ
た
こ
と
で
も
判
る
よ
う

称
さ
れ
た
の
で
あ
る
。



iミ

住
ん
で
い
た
別
業
の
名
称
よ
り
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
大
治
四
年
の
焼
失

に
よ
り
、
建
物
は
再
建
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、

別
業
と
し
て
の
機
能
は
復
活
し

、i弘
、
ふ
コ
:
。

乎
f
i
，A
M
て
ふ
れ

そ
の
後
の
宮
田
家
殿
は
、
宇
治
地
域
の
療
関
家
領
を
管
理
す
る
預
所

的
機
能
の
み
が
残
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
、
忠
文
か
ら
「
富
家
の
領
を
ぱ
券
契
を
か
き
て
」
師
輔
に
奉
っ
た
と

す
る
と
こ
ろ
か
ら
み
れ
ば
、
在
圏
の
中
に
別
業
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
忠

実
自
身
も
、
富
家
殿
に
お
い
て
田
植
を
み
て
い
る
こ
と
が
臼
記
(
詑
)
に
書
き
留
め

て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
荘
園
と
し
て
の
富
家
殿
ぱ
、
例
え
ば
久
安

一
O
月
一
九
日

3)
に
、
字
治
の
小
松
殿
に
お
い
て
忠
実
の

五
年
(
一
一
四
九
)

養
子
で
あ
っ
た
筒
実
(
実
父
、
頼
長
)

の
一
克
服
が
行
な
わ
れ
た
と
き
「
侍
所
台

懲
居
師
賞

司
、
富
家
殿
勤
之
一
め
た
り
、
ま
だ
平
安
末
期
に
摂
関
家
の
年
中
行

め
た
『
執
政
所
抄
』
立
)
に
、
四
回
乃
の
賀
茂
詣
の
と
き
の
折
松
三
百
余
荷

史
料
に
散
見
詰
)
さ
れ
る
。

事
を

の
一
部
を
他
の
荘
園
と
と
も
に
奉
仕
し
て
い
る
な
ど
、

富
家
殿
の
在
四
四
と
し
て
の
摂
商
家
に
お
け
る
性
格
ぱ
、
如
何
な
る
も
の
で
あ

『
近
衛
家
所
領
目
録
』
詰
)
に
「
富
家
殿
田
原
同
」
と
記

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

裁
が
あ
る
。

こ
の
田
原
に
関
し
て
、

摂
関
家
領
で
、
平
等
院
の
末
寺
で
あ
る
俸

定
寺
(
在
、

山
城
国
綴
喜
郡
田
原
)
文
書
中
の
寛
元
二
年
(
一
二
二
四
)
五
月

日
「
莱
袖
判
下
文
案
」
安
)
に

下

富
家
殿

可
早
以
山
域
忠
士
口
、

田
原
村
山
司
職
事
(
後
略
)

と
い
う
文
言
が
あ
る
。

こ
の
文
書
は
、
南
北
朝
期
に
訴
訟
の
折
、
造
ら
れ
た
偽

文
書
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
は
な
ん
ら
か
の
摂
拠
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た

同
文
書
の
鎌
倉
末
期
の
中
藷
)
に
も
、
富
吉
本
殿
が
田
原
を
支
配
し
て
い
た
こ
と
が

明
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
富
家
殿
が
散
在
所
領
を
支
配
す
る
預
所
的
機

能
を
有
し
て
い
た
こ
と
が

こ
の
所
領
目
録
に
表
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
建
臣
民

五
年
(
一
二
五
三
)
に
成
立
し
た
こ
の
目
録
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
荘
園
は
、

一
八

O
余
箇
所
も
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
年
二
三
三
六
)

そ
れ
が
高
北
朝
に
入
る
と
、
建
武

一
一
月
二
八
日
附
の
『
光
厳
上
皇
院
宣
』
語
)
に
よ
り
、
近

衛
家
領
と
し
て

五
ケ
所
の
荘
園
国
し
か
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
中
に
富
家

殿
も
み
え
て
い
る
。
摂
関
家
領
と
一
般
的
に
総
称
し
て
い
る
が
、

五
摂
家
に
分

れ
た
と
き
嫡
流
と
し
て
の
近
衛
家
が
古
代
以
来
の
荘
遣
を
大
部
分
伝
領
し
た
。

九
条
家
で
ほ
同
年
の
『
ヨ
録
』
(
必
)
で
目
。

そ
れ
が
甚
だ
し
く
激
減
し
た
の
ば
、

ケ
所
認
め
ら
れ
て
い
る
の
と
比
較
し
て
み
る
と
き
、

近
衛
家
が
鎌
倉
期
に
お
い

て
、
消
極
策
し
か
と
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
だ
け
に
、

近
衛
家

に
お
け
る
富
家
殿
の
重
要
性
も
う
か
が
え
る
。

5 

室
町
期
に
入
る
と
、
市
史
の
第
二
女
〕
に
「
富
家
殺
と
五
ケ
庄
」
と
項
弓
右
)
を

た
て
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
市
史
に
よ
る
と
「
『
近
有
家
文
書
』
の
な
か
に
、

明
応
二
年
二
四
九
一
二
)
十
一
尽
付
の
『
富
家
殺
真
木
方
内
検
様
』
が
残
さ
れ

て
い
る

J
J
・
-
そ
の
真
木
方
自
地
の
中
に
『
富
家
前
』
と
い
う
小
字
名
を
も
っ

一
反
四
十
歩
の
団
地
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
図
中
に
も
示
し
て
お
い
た
が
、

現

在
の
槙
島
中
央
部
、
字
治
川
の
左
岸
に
『
吹
前
』
な
る
字
名
を
残
し
て
い
る
が
、

こ
の
地
名
ぽ
現
地
の
人
骨
に
よ
っ
て
『
フ
ケ
ノ
?
ヱ
』
と
訓
じ
ら
れ
て
い
る
と

い-っ。

し
た
が
っ
て
こ
の
『
吹
前
』
こ
そ
、

忠
実
の
別
業
富
家
の
前
方
、

り
『
富
家
前
』
の
転
化
し
た
小
字
名
で
は
な
か
ろ
う
か

k
g
と
記
述
さ
れ
て
い

つ
ま

る
。
引
用
さ
れ
て
い
る
『
富
家
殿
真
木
方
内
検
暖
』

(
文
書
に
記
さ
れ
て
い
る

題
)
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
富
家
殿
と
真
木
島
の
内
検
帳
と
す
る
か
、
富
家

殿
の
支
配
に
あ
っ
一
だ
真
木
島
の
内
検
帳
と
す
る
か
の
、

二
つ
の
見
方
が
で
き
る
。



乙
の
内
検
帳
を
考
え
る
上
に
「
山
城
菌
宮
家
殿
内
三
条
殿
給
」
と
の
文
言
が
あ

る
『
安
居
院
知
輔
寺
領
寄
進
状
』
(
必
)
が
大
徳
寺
文
書
に
残
さ
れ
て
い
る
。
乙
の

文
書
は
、
下
司
給
回
の
史
料
と
し
て
新
見
士
口
治
氏
(
必
)
・
西
両
虎
之
助
民
必
)
'
阿

部
猛
氏

g
rよ
り
取
り
上
げ
ら
れ
た
文
書
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
三
氏
は
、
一
二
条

殿
給
の
文
書
が
大
徳
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
本
所
を
大
徳
寺
釘
)

と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
安
居
院
家
は
代
守
近
衛
家
の
家
司
の
家
柄
で

あ
っ
た
こ
と
、
富
家
殿
内
と
す
る
と
と
ろ
か
ら
摂
関
家
領
の
一
部
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
こ
と
な
ど
を
考
え
合
せ
て
み
る
と
、
大
徳
寺
は
あ
く
ま
で
も
給
主
の

み
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
更
に
一
連
の
文
書
の
中
に
『
富
家
殿
内
三
条
殿
内

検
帳
』
(
必
)
が
あ
る
。
そ
の
内
容
は
伊
勢
白
方
と
真
木
方
の
内
検
で
あ
る
。
富
家

殿
が
字
治
地
方
の
近
衛
家
領
の
散
在
所
領
を
管
理
し
て
い
た
預
所
的
機
能
が
、

こ
れ
ら
の
内
検
媛
に
端
的
に
現
わ
さ
れ
て
い
る
と
恩
わ
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
後

者
の
富
家
殿
が
真
木
島
を
支
配
し
て
い
た
と
考
え
た
い
。
市
史
で
は
、
こ
の
真

木
方
内
検
帳
の
槙
島
に
あ
る
小
字
名
の
「
吹
前
」
か
ら
、
富
家
殿
の
位
置
を
指

定
し
て
い
る
が
、
散
在
所
領
の
一
つ
と
し
て
の
槙
島
を
考
え
れ
ば
、
直
接
に
こ

の
場
所
と
、
富
家
殿
を
結
び
つ
け
な
く
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え

ら
れ
る
。
な
お
、
市
史
は
つ
づ
け
て
『
雑
事
要
録
』
を
取
り
上
げ
て
「
近
衛
家

領
と
し
て
建
長
五
年
の
所
預
目
録
に
記
載
さ
れ
た
富
家
殿
や
問
屋
圧
は
、
室
町

時
代
の
中
頃
に
な
れ
ば
、

五
ケ
所
富
家
村
・
問
屋
村
と
し
て
発
展
的
に
解
消
さ

れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
近
衛
家
領
と
し
て
の
正
式
名
称
は
、

あ
く
ま
で
も
『
富
家
殿
』
で
あ
っ
て
、
五
ケ
庄
で
は
な
い
。
長
享
年
聞
に
み
ら

れ
る
『
富
家
殿
号
二
五
ケ
圧
一
』
と
い
う
表
現
は
、
こ
う
し
た
過
渡
的
な
状
況

を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
」
(
包
と
い
わ
れ
、
そ
れ
を
「
富
家
殿
・
岡
屋
庄

↓
富
家
村
・
問
屋
名
・
周
辺
散
在
地
↓
『
富
家
殿
号
五
ケ
庄
』
↓
家
領
五
ケ
圧
」

二

一

と
図
式
化
さ
れ
、

更
に
「
五
ケ
圧
が
形
成
さ
れ
る
ま
で
に
は
、

近
衛
家
に
よ
る

所
領
の
一
円
化
と
い
う
、
こ
う
し
た
歴
史
が
展
開
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
」
(
旦
と
述
べ
、
更
に
五
ケ
庄
の
地
名
の
起
り
は
「
『
五
ケ
処
』
を
集
約
し

た
と
き
に
地
名
と
し
て
転
化
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ

ろ
う
か
」
(
匙
と
、
結
論
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
預
所
的
支
配
機
能
を
有
し
て

い
た
富
家
殿
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
長
享
年
間
(
一
四
八
七

i
八
九
(
の
『
雑
事

要
録
』
に
「
富
家
殿
巧
一
五
ケ
庄
亡
(
招
)
と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、
富
家
殿
が
五

ケ
庄
を
支
配
し
て
お
い
た
表
現
で
あ
ろ
う
。
字
治
の
地
は
戦
車
の
争
乱
に
あ
っ

て
、
大
変
な
被
害
を
う
け
、
諸
権
力
の
争
い
の
場
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
市

史
(
お
)
の
な
か
で
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
火
中
に
あ
っ
て
、
富
家
殿
の
預
所
的

機
能
が
衰
え
て
、
支
配
下
に
あ
っ
た
散
在
所
領
が
、
直
接
支
配
に
移
行
し
て
い

乙
の
直
接
支
配
の
傾
向
は
、
近
江
国
信
楽
庄
で

も
行
な
わ
れ
た
乙
と
が
『
後
法
興
院
記
』
(
弘
)
に
み
え
、
ま
た
九
条
家
で
も
『
政

基
公
旅
引
付
』
冨
)
に
著
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
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こ
の
時
代
の
趨
勢
の
中
に
富

家
殿
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
富
家
殿
の
支
配
が
な
く
な
っ
た
頃
に
、
湿
地
帯
と

し
て
の
名
称
「
フ
ケ
」
に
、

旧
来
の
「
富
家
」
の
名
が
あ
た
え
ら
れ
、
富
家
村

が
市
史
の
指
定
す
る
場
所
に
成
立
し
た
と
恩
わ
れ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
本
来
の

忠
文
・
忠
実
の
別
業
で
あ
る
富
家
殿
は
、

い
っ
た
い
ど
こ
に
指
定
さ
れ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

四

字
治
民
部
郷
藤
原
忠
文
の
別
業
が
字
治
川
に
面
し
『
本
朝
麗
藻
』
(
弱
)
に
よ
り
、

字
治
川
の
西
に
あ
っ
た
と
す
る
。
平
安
期
の
字
治
川
は
、
子
拓
事
業
に
よ
っ
て

埋
め
立
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
巨
様
池
に
流
れ
こ
み
、
淀
川
に
流
出
し
て
い

る
。
乙
の
頃
の
風
景
を
藤
原
宗
忠
は
日
記
に
「
抑
終
日
在
宇
治
、
国
畝
紗
ん
旬
、



河
水
た
々
、

刷
出
寄
勝
絶
」
と
記
し
て
い
る
。
現
在
の
宇
治
川
の
水

眺
望
無
極
、

路
は
、
豊
臣
秀
吉
に
よ
っ
て
巨
椋
池
の
東
側
に
堤
が
造
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
と

い
わ
れ
る
。
市
史
の
附
図
詐
)
で
は
、
現
克
の
水
路
と
、
演
島
の
横
を
通
る
中
央

の
水
路
と
、
南
岸
に
そ
っ
て
流
れ
る
水
路
等
の
つ
一
つ
の
方
向
を
矢
印
で
示
し
て

い
?
匂
。

乙
の
流
水
を
考
え
る
と
宮
田
家
殿
は
、
字
治
川
の
琵
側
に
あ
っ
た
こ
と
、

巨
椋
池
に
函
し
て
、
平
等
院
か
ら
も
富
家
殿
か
ら
も
船
で
一
付
〈
こ
と
が
出
来
る
。

藤
原
頼
還
の
娘
四
条
宮
寛
子
の
御
所
泉
殿
が
、
今
の
ユ
ニ
チ
カ
字
治
工
場
の
場

所
窃
)
に
あ
づ
た
こ
と
、
さ
ら
に
忠
実
の
日
記
『
殿
麿
』
の
永
久
三
年
(
一
一
一
五
)

一
O
月
訪
)
に
注
目
す
べ
き
記
事
が
あ
る
。

回
目
、
参
平
等
院
(
略
)
西
租
自
舟
帰
富
家
、

五
日
、
今
日
帰
京
用
舟
(
略
)

己
創
許
山
山
富
家
、
未
魁
許
付
淀
、

更
上
様
河
、

及
J

一
末
燭
付
鳥

十
余
町
許
下

羽
辺
入
路

こ
の
鳥
羽
か
ら
鴨
川
を
下
っ
て
桂
河
へ
、
さ
ら
に
巨
涼
池
を
通
っ
て
字
治
へ

行
く
コ

i
ス
が
震
当
利
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
富
家
殿
の
そ
ば
に
、

巨
様
池
に

出
る
小
河
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
白
河
法
皇
が
御
幸
の
お
り
に
「
遊
女
三
綬
下
白

河
上
、
渡
前
小
河
芝
遊
」
(
思
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
序
で
、
先
に

あ
げ
た
大
徳
寺
文
書
の
山
城
国
富
家
鍛
内
三
条
毅
給
に
関
す
る
も
の
に
『
黒
沢

義
実
打
渡
状
』
豆
が
あ
る
。

久
世
郡
佐
古
郷
内
三
条
殿
御
分
如
意
曙
領
下
地
壱
町
一
反
事
、

一
円
仁
任
去

十
月
廿
九
日
御
奉
書
之
旨
、
所
渡
由
市
寺
家
御
代
官
之
状
郊
件
、

応
永
元

十
一
月
三
日

義
実
(
花
押
)

こ
の
文
書
に
よ
る
と
、
三
条
殿
は
久
世
郡
佐
古
郷
内
に
あ
る
と
明
記
さ
れ
て

い
る
。
現
在
、
佐
古
郷
周
辺
の
明
治
三
十
年
の
土
地
台
帳
が
白
井
役
場
(
佐
古

の
役
場
が
合
併
さ
れ
、

現
在
の
役
場
に
保
管
さ
れ
て
い
る
)
に
あ
る
。
そ
れ
に

三
条
と
い
う
地
名
が
、

現
在
の
佐
古
の
灘
り
の
安
田
村
に
お
り
、

附
近
に
大
納

言
と
い
う
地
名
も
故
あ
り
そ
う
に
残
さ
れ
て
い
る
。

そ
ぼ
に
ほ
古
川
と
い
う
小

川
も
あ
る
。

乙
の
三
条
ば
条
呈
制
の
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
市
史
の
巻
二

で
は
「
安
田
と
条
宝
と
濠
一
」
と
い
う
項
を
た
て
、
安
田
字
大
納
言
を
取
り
上
げ

て
「
古
代
に
お
い
て
す
で
に
存
在
し
た
集
落
が
、
中
世
に
な
っ
て
司
閤
に
環
濠

を
め
ぐ
ら
し
た
と
い
う
可
能
性
を
強
め
て
い
る
。

そ
の
場
合
、
起
源
的
に
は
、

巨
涼
池
に
立
地
し
だ
古
代
村
落
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
」

(gと
述
べ
ら
れ
て
い

る
の
も
参
考
に
な
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
富
豪
殺
の
位
置
を
、
大
徳
寺

文
書
の
三
条
殿
が
あ
づ
た
佐
古
郷
の
あ
た
り
と
推
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
な

か
ろ
う
か
。

五

7 

前
述
の
こ
と
か
ら
、
富
家
殺
の
名
称
に
つ
い
て
の
由
来
ぽ
、

藤
原
忠
文
に
象

徴
さ
れ
る
一

O
世
紀
の
地
方
行
政
官
に
よ
る
富
の
蓄
積
に
よ
る
も
の
で
あ
る
う
。

忠
文
が
富
家
の
所
領
を
藤
原
師
輔
に
寄
進
し
た
物
語
ば
事
実
で
あ
っ
て
、

後
世

に
摂
関
家
領
の
一
部
と
し
て
重
要
な
荘
園
閣
と
な
っ
た
。

こ
の
忠
文
か
ら
寄
進
さ

れ
た
官
国
家
も
、

後
の
富
家
殻
と
称
さ
れ
た
藤
頃
忠
実
の
別
業
も
時
一
の
も
の
で

あ
り
、

再
建
さ
れ
な
か
っ
た
。
荘
園

別
業
が
放
火
に
あ
っ
て
焼
失
し
た
後
は
、

と
し
て
は
、
宇
治
地
域
に
お
け
る
摂
調
家
領
を
管
理
す
る
預
所
的
支
配
機
能
が

残
っ
た
。

し
か
し
戦
盟
の
争
乱
に
あ
っ
て
、
散
在
所
領
が
直
務
支
配
に
移
行
し

た
た
め
、
富
家
般
の
機
設
が
衰
え
て
い
っ
た
。

そ
れ
款
に
、

湿
地
帯
と
し
て
の

「
フ
ケ
」
と
い
う
小
字
名
と
、

日
来
の
富
を
一
不
す
名
称
と
が
混
同
さ
れ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
富
家
の
位
置
に
関
し
て
、

市
出
入
の
い
う
五
ケ
庄
あ
た

ま
た
は
、
久
世
郡
安
田
村
字
大
納
言
占
め
た
り
と
推
定
す
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

り
か
、



About the Fukedono of Konoe恒 Ke

by Koichi Fujimoto 

This report researched about Fukedono， which is one 
of the manors of Konoe-Ke， from the poiぉtof view on 

this economic base. 

Konoe-Ke was remained as the assistant of the emperor， 
which was cal工edSekkan-Ke. 工nlate twelfth cen七ury，
Sekk.an-Ke was d土videdinto five families， in which the 
main family was Konoe-Ke. 

工n the tenth century Ritsuryo system was destroying， 
and the provincial governor( Kokushi ) stored the mano-

rs by the authority of their offices. The origin of Fu-

kedono is one of these， which belonged to Fujiwara Tad-
abumi. Fukedono was transmitted one of the important 

manors. In the thirteenth century Konoe-Ke could count 

more than one hundred and eigh七ymanors. When Muromachi 

goverment was formed in the fourteenth century， this 
goverment approved onエy twenty five manors (Including 

Fukedono) 七oKonoe四五e. This is one reason Konoe四Kedid 

not try to develop七hose.

Fukedono had the function to control the possession 

which were scattered in Uji district. In the fifteenth 

century the war happened all over Japan， which is called 
Sengoku era. Konoe-Ke had to control the every possess-

ion itself. But in this era the power of Konoe-Ke beca-

me weaker， and in Fukedono， too 
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さ
す
も
の
と
解
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

「
宮
田
家
殿

E

一
円
三
条
殿
一
と
文
書
に
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

「
殿
」

8 

富
家
殿
内
三
条
殿
内
検
綴

大
徳
寺
文
書

四

一
五
七
七
号
文
書

p
-
六
九

1
七

(特)(叩)(目。

号(
m
d
 g

 

(
日
以

前
掲
注
(
円
相
)

字
治
市
史

字
治
市
役
所

p
-
四
八
四

(
一
九
七
四
)

字
治
市
役
所

字
治
市
史

P
・
四
八

(
一
九
七
四
)

字
治
市
史

字
治
市
役
所

第
五
節

戦
国
の
争
乱

(
一
九
七
四
)

後
法
興
院
記

応
仁
二
年
正
月
二
九
日

続
史
料
大
成
所
収

政
基
公
旅
引
付

養
徳
社

(
一
九
六
二
)

図
書

叢
刊

~~ 

本
朝
麗
藻

前
掲
注
(
刊
)

字
治
市
役
所

一
・
二
附
図

(
一
九
七
一
ニ
・
一
九
七
四
)

字
治
市
史

主呈

拙
稿

宇
治
白
川
の
金
色
院
創
建
に
つ
い
て
!
四
条
宮
寛
子
の
御
萌
宇
治

泉
殿
考

l

古
代
文
化

二
二
巻
一
二
号

事@@

殿
暦

永
久
三
年
一

O
月
四
・
五
日

前
掲
注
(
担
)

殿
謄

永
久
三
年
九
月
二
一
日

前
掲
注
(
幻
)

一
五
八
三
号
文
書

P
・
七
六

黒
沢
義
実
打
渡
状

大
徳
寺
文
書

四

前
掲
注

(
A
H
V

(g 
字
治
市
役
所

字
治
市
史

P
-
四
二
二
(
一
九
七
四
)

附

コト凶吾-ロ

本
稿
は
本
学
会
第
一
八
回
大
会
で
発
表
し
た
も
の
を
、
補
筆
訂
正
し
た
も
の

で
あ
る
。

そ
の
際
、
藤
岡
謙
二
郎
先
生
・
谷
岡
武
雄
先
生
に
有
益
な
御
批
判
を

頂
い
た
。
ま
た
丹
治
健
蔵
先
生
・
市
史
の
吉
村
享
氏
に
は
大
変
お
世
話
に
な
っ

た
。
さ
ら
に
桃
絡
行
先
生
に
は
史
料
の
貸
与
を
、

欧
文
に
あ
た
り
楠
節
子
先
生

に
、
成
稿
に
当
つ
て
は
豊
田
武
先
生
・
山
崎
謹
哉
先
生
・
松
村
祝
男
先
生
の
御

指
導
を
賜
わ
っ
た
3

末
筆
な
が
ら
深
甚
の
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

〔
研
究
ノ

l
ト
〕

佐

嘉

藩

西

部

藩

境

石

の

歴

史

地

理

的

研

究

古

敏

賀

朗

ま
え
が
き

西
国
の
雄
藩
三
五
万
七
干
石
の
佐
嘉
藩
領
域
は
、

大
体
に
お
い
て
戦
国
期
の

勢
力
闘
が
版
図
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
地
理
的
に
理
想
的
な
境
界
と
は
い
い
難

い
と
こ
ろ
も
あ
る
。

一
五

O
粁
に
及
ぶ
残
部
藩
境
ば
大
河
・
高
山
・
荒
地
も
な

11 

い
利
用
し
易
い
土
地
柄
の
た
め
、
創
藩
期
よ
り
幕
末
ま
で
多
く
の
藩
境
紛
争
を

お
と
し
、
長
年
月
の
間
に
殆
ど
全
西
部
蓬
境
に
境
界
標
識
が
設
け
ら
れ
た
。
例

え
ば
函
1
の
ア
地
区
に
塚
三
五
八
個
、

イ
地
区
に
塚
一
八
四
個
・
松
八
二
本
、

ウ
地
区
に
塚
八
五
個
の
如
く
で
、

そ
の
総
数
は
軽
く
二
、

O
Q
O
個
を
越
え
て

い
る
。そ

れ
等
の
標
識
の
大
部
分
は
廃
藩
置
県
に
よ
り
無
用
物
と
化
し
た
た
め
、
山

閣
部
を
除
き
百
年
の
間
に
殆
ど
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
杭
木

樹
木
・
土
塚
等

に
比
べ
て
比
較
的
に
多
く
残
っ
て
い
る
多
種
類
の
境
石
を
調
査
し
、

そ
の
中
の

一
つ
、
佐
嘉
本
藩
と
蓮
池
支
藩
の
境
石
(
番
号
石
)
に
つ
い
て
は
既
に
発
表
し

た
が
(
j
v
、
今
回
ば
西
部
藩
境
石
各
種
の
代
表
を
一
つ
宛
紹
介
し
、
佐
嘉
蕃
の
境

石
の
性
格
を
追
求
し
た
い
。




